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都立看護専門学校における学校評価に関する要綱 

 

 

１５健医人第１７１９号 

平成１５年１１月２８日   医療政策部長決定 

１６健医人第 ５５６号 

平成１６年 ５月３１日   一部改正 

１８福保医人第９２１号 

平成１８年 ４月 １日   一部改正 

１９福保医人第１０７号 

平成１９年 ５月 ８日   一部改正 

２１福保医人第２４０２号 

平成２２年 ３月１９日   一部改正 

３１福保医人第１１０３号 

令和 元年 ７月２５日   一部改正 

 

（目的） 

第１ この要綱は、都立看護専門学校（以下「学校」という。）が、学校活動全般について自 

己改革を行うとともに、教育の質の向上を図り、もって学校における設置目的を達成するた

めに行う学校評価について、必要な事項を定めることを目的とする。 

 

（学校評価の種類と定義） 

第２ 学校評価は、「自己評価」及び「学校関係者評価」とする。 

１ 自己評価 

(1) 学生による教育方法と内容の評価（以下「学生による授業評価」という。） 

ア 評価内容 

学生による授業評価の評価内容は、以下によるものとする。 

（ｱ） 担当教員（非常勤講師を含む。教員について、以下同じ。）の授業の進め方や授

業内容の質等 

（ｲ） 学生自身の授業への取組姿勢 

イ 評価の実施 

学生による授業評価の実施は、実施要領に定めるところによる。 

ウ 評価者 

学生による授業評価は、授業を受けた学生が行う。 

(2) 教員による自己の教育方法と内容の評価（以下「教員による自己評価」という。） 

ア 評価内容 

教員による自己評価の評価内容は、以下によるものとする。 

（ｱ） 授業の準備及び授業の実施結果等 

（ｲ） 学生による授業評価の結果を踏まえた授業内容等の振り返り 

イ 評価の実施 
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教員による自己評価の実施は、実施要領に定めるところによる。 

ウ 評価者 

教員による自己評価は、授業を行った教員が行う。 

(3) 教員相互の授業参観とその後の検討（以下「相互評価」という。） 

 教員相互の授業参観とその後の検討会により実施する。評価の実施は、実施要領の定

めるところによる。 

(4) 全教職員による学校運営評価 

ア 評価内容 

   学校運営評価の評価内容は、以下によるものとする。 

（ｱ） 学校経営 

（ｲ） 教育課程・教育活動 

（ｳ） 入学・卒業対策 

（ｴ） 進路指導 

（ｵ） 学生生活への支援 

（ｶ） 管理運営・財政 

（ｷ） 施設設備 

（ｸ） 教職員の育成 

（ｹ） 広報・地域活動 

（ｺ） その他、校長が必要と認める事項 

イ 評価の実施 

学校運営評価の実施は、毎年度末までに行う。 

ウ 評価者 

全教職員が評価を行う。 

 

２ 学校関係者評価 

(1) 評価内容 

学校関係者評価委員による学校関係者評価の評価内容は、以下によるものとする。 

ア 「自己評価」結果 

イ 施設確認 

ウ 教職員との意見交換 

エ 改善方策や取組状況 

(2) 評価の実施 

学校関係者評価の実施は、毎年度末までに行う。 

(3) 評価者 

校長が選任する複数の学外者を学校関係者評価委員とし、学校関係者評価委員が評 

価を行う。委員長は委員の中から選出する。 

(4) 評価結果の報告 

学校関係者評価委員長は、学校関係者評価結果を校長へ報告する。 

 

（学校評価委員会の設置） 
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第３ 学校評価を円滑に行うために、各学校に学校評価委員会（以下「委員会」という。）を 

設置する。 

１ 構成 

委員会は、校長を委員長とし、教職員の中から校長が指名する委員により構成する。 

２ 職務 

(1) 学校評価の企画立案、分析及び進行管理を行う。 

(2) 自己評価結果を踏まえた改善方策の検討を行う。 

(3) 学校関係者評価委員へ(2)の内容について報告する。 

(4) 自己評価結果及び学校関係者評価結果を医療政策部長へ報告する。 

(5) 自己評価結果及び学校関係者評価を公表する。 

３ 委員会の開催 

委員会は、委員長が必要と認める時に開催する。 

 

（学校評価委員会全体会の設置） 

第４ 都立看学全体における学校評価を円滑に行うために、学校評価委員会全体会（以下「全 

体会」という。）を設置する。 

１ 構成 

全体会は、看護人材を担当する管理職を委員長とし、各学校長、その他委員長が必要と 

認める委員により構成する。 

２ 職務 

全体会は、都立看学全体における学校評価の企画立案及び課題の整理を行う。 

３ 庶務 

全体会に関する庶務は、医療人材課が行う。 

４ 全体会の開催 

全体会は、委員長が必要と認める時に開催する。 

 

（部会の設置） 

第５ 全体会の下に、必要に応じて部会を設置する。 

１ 構成 

(1) 全体会で選出した、代表者１名 

(2) 代表者の推薦する副校長１名 

(3) 代表者及び前号 (2) の副校長の属する学校を除く学校から各１名 

２ 職務 

(1) 学校評価に関する課題の検討を行う。 

(2) 現場からの意見集約、分析を行う。 

 

（その他） 

第６ 実施に関して必要な事項は、各学校長が実施要領で定める。 
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附則 

 この要綱は、平成１５年１２月 1日から施行する。 

附則 

 この要綱は、平成１６年４月１日から施行する。 

附則 

 この要綱は、平成１８年４月１日から施行する。 

附則 

 この要綱は、平成１９年５月８日から施行し、平成１９年４月１日から適用する。 

附則 

 この要綱は、平成２２年４月１日から施行する。 

附則 

 この要綱は、令和元年７月２５日から施行する。 

 


